
北空知衛生センター組合職員の職員証に関する規程 

 

平成３１年３月１１日 

組合訓令第３号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、北空知衛生センター組合の職員の職員証の取扱いに関し必要な事項を定

めるものとする。 
 （定義） 
第２条 この規程において「職員」とは、特別職及び一般職に属する者をいう。ただし、常時

勤務を要しない者及び臨時的任用職員を除く。 
 （職員証の交付） 
第３条 職員には、その身分及び資格を証するため、職員証（別記様式第１号）を交付する。 
２ 次の各号に掲げる資格については、職員証に記載することとし、それぞれ当該各号に定め

る権限を有するものとする。 
 （１） 出納員 会計管理者から深川市規則の準用に関する規則（昭和５６年北空知衛生セ

ンター組合規則第３号）第２項の規定により準用される深川市財務規則（昭和６３年

深川市規則第８号。以下「準用財務規則」という。）別表第２に定める事務の委任を受

けた出納員をいう。 
 （２） 現金分任出納員 会計管理者から準用財務規則別表第２に定める事務の委任を受

けた現金分任出納員をいう。 
 （３） 物品分任出納員 会計管理者から準用財務規則別表第２に定める事務の委任を受

けた物品分任出納員をいう。 
 （職員証の所持及び着用） 
第４条 職員は、常に職員証を携帯するとともに、職務の執行に当たっては、職員証を着用し

なければならない。 
２ 職員証の着用位置は、胸部とする。 
 （職員証の貸与等の禁止） 
第５条 職員は、職員証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを訂正してはならない。 
 （職員証の再交付等） 
第６条 職員は、職員証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに職員証再交付願（別記様式第

２号）を事務局長に提出し、その再交付又は再貸与を受けなければならない。 
２ 職員は、職員証の記載又は証明事項に変更を生じたときは、直ちに事務局長に申し出て、

その変更事項の記載又は証明を受けなければならない。 
３ 職員証は、組合長が別に定める時期に更新するものとする。 
 （職員証交付簿） 
第７条 事務局長は、職員証交付簿（別記様式第３号）を備え、その交付の状況を明らかにし

なければならない。 
 （職員証等の返還） 
第８条 職員が退職等の理由により、この規程の適用を受けなくなったときは、直ちに現に交



付を受けている職員証を事務局長に返還しなければならない。 
 （施行細目） 
第９条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、組合長が定める。 

 
   附 則 
 この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。 
 

 

 

 

別記様式第１号（第３条関係） 

 

         （表面） 
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顔写真 

 

職   員   証 

 

 本証の者は、北空知衛生センター組合職員で 

あることを証明する。 

 

      年  月  日 

北空知衛生センター組合⾧      ㊞ 

北空知衛生センター組合 

 

     所属名及び役職 

 

氏 名  

 

 

 

 



別記様式第２号(第７条関係） 

 

職 員 証 再 交 付 願 

 

     年  月  日次の理由により職員証を紛失（損傷）したので、再交付してくださ

い。 

 

（理由） 

 

 

     年  月  日 

 

 北空知衛生センター組合長 様 

 

                 職・氏名              ㊞ 

 

所属長  

 

別記様式第３号（第８条関係） 

 

職 員 証 交 付 簿 

決 裁 交付等又 
は再交付 
等年月日 

番号 氏 名 受領印 
変換又は 
紛 失 等 
年 月 日 

備考 所 長 副主幹 

主 査 担 当 

 
 

           

 
 

 

 
 

           

 
 

 

 


